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管理番号

847

848

793

区分

対応方針の措置（検討）状況

今後の予定
措置方法

（検討状況）
実施（予定）

時期
これまでの措置（検討）状況

全国市長会・全国町村会からの意見 重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

各府省からの第２次回答

回答

調整結果
(平26対応方針（平27.1.30閣議決定）抜粋）

※平27対応方針（平27.12.22閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平27＞として併記
※平28対応方針（平28.12.20閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平28＞として併記
※平29対応方針（平29.12.26閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平29＞として併記

意見
補足資

料

【全国市長会】
本提案の取扱いについては、慎重であるべきである。

C　対応不可 　基準病床数制度に基づく病床規制は、病床の地域的偏在の拡大を防止す
るとともに、医療圏間、都道府県間の病床偏在を是正し、全国的に一定水準
以上の医療が確保することを目的としている。そのため、基準病床数につい
ては、全国統一の算定式により算定をおこなっているところである。
　地域に必要な病床の整備については、医療介護総合確保推進法に基づ
き、医療機能の現状と、地域毎の将来の医療需要と各医療機能の必要量を
踏まえ、医療機関の自主的な取り組みと医療機関相互の協議により機能分
化・連携を推進することで、今後、対応していくところである。
　当該仕組みでは、医療機能の分化・連携を推進するために、都道府県知事
に病院の新規開設・増床の際に条件付きの許可を与えることができる等の権
限を付与しているため、必要な病床の整備については、まずは当該仕組みに
基づき対応を行ってまいりたい。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、
都道府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医
療需要の増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方に
ついて検討を進める。

通知 平成29年
3月31日

「医療計画について」（平成29年3月31日付
け医政発0331第57号厚生労働省医政局
長通知）において、基準病床に係る新たな
算定式や、高齢者人口の増加が更に進む
地域において、基準病床数を毎年見直す
よう検討する旨の記載等を盛り込むなどの
対応を行った。

　今後も都道府県との意見交換等を継続
する。

【全国市長会】
本提案の取扱いについては、慎重であるべきである。

C　対応不可 　基準病床数制度に基づく病床規制は、病床の地域的偏在の拡大を防止す
るとともに、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としている。
　都道府県知事の判断で独自に病床の加減行うことができることとすると、病
床の地域的偏在が拡大するおそれがあることから、制度の趣旨に照らして、
認めることはできない。
　また、現行の制度においても、急激な人口の増加が見込まれる場合や特定
の疾患にり患する者が異常に多くなる場合、その他厚生労働省令で定める事
情がある場合には、病床の特例を認めているところであり、地域で更なる整
備が必要となる一定の病床については、病床過剰地域であっても整備するこ
とができる仕組みとなっている。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、
都道府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医
療需要の増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方に
ついて検討を進める。

通知 平成29年
3月31日

「医療計画について」（平成29年3月31日付
け医政発0331第57号厚生労働省医政局
長通知）において、基準病床に係る新たな
算定式や、高齢者人口の増加が更に進む
地域において、基準病床数を毎年見直す
よう検討する旨の記載等を盛り込むなどの
対応を行った。

　今後も都道府県との意見交換等を継続
する。

【全国市長会】
本提案の取扱いについては、慎重であるべきである。

C　対応不可 　基準病床数制度に基づく病床規制は、病床の地域的偏在の拡大を防止す
るとともに、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としている。
　現行の制度においても、急激な人口の増加が見込まれる場合や特定の疾
患にり患する者が異常に多くなる場合、その他厚生労働省令で定める事情が
ある場合には、病床の特例を認めているところであり、地域で更なる整備が
必要となる一定の病床については、病床過剰地域であっても整備することが
できる仕組みとしているところであるが、病床の地域的偏在が拡大するおそ
れがあることから、厚生労働大臣との事前協議及び同時は廃止することはで
きない。
　なお、厚生労働大臣との協議の期間については、このうちに都道府県に対
して疑義照会をし、回答を得るまでに要している期間も含んでいるため、やむ
を得ないものと考えている。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、
都道府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医
療需要の増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方に
ついて検討を進める。

通知 平成29年
3月31日

「医療計画について」（平成29年3月31日付
け医政発0331第57号厚生労働省医政局
長通知）において、基準病床に係る新たな
算定式や、高齢者人口の増加が更に進む
地域において、基準病床数を毎年見直す
よう検討する旨の記載等を盛り込むなどの
対応を行った。

　今後も都道府県との意見交換等を継続
する。
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根拠法令等 その他（特記事項）

各府省からの第１次回答

区分 回答 意見

制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

補足資
料

全国知事会からの意見

管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
意見

補足資
料

158 病床過剰圏域での新
規病床設置に係る厚
生労働省との事前協
議及び同意の廃止

医療計画公示後に特別の
事情などが生じた場合に、
医療法施行令第５条の４第
２項に規定する病床過剰
圏域における病院・診療所
の開設・増床の許可に関
する厚生労働大臣との事
前協議及び同意を廃止す
る。

【経緯・支障】
全国知事会においても、「義務付け・枠付けの見直しに係る提案」として基準
病床数の都道府県による独自の加減可能化を提案していたが、国が特例病
床の協議に同意する際の留意事項を示したことのみにとどまった（平成２５年
４月２４日付厚生労働省医政局指導課長通知）。
一例として、鳥取県においても周産期母子医療センターのＮＩＣＵの病床利用
率が高く、今後増床の検討をする場合、上記通知で示された特例病床の留意
事項によると、鳥取県内の出生数では特例病床の適用が難しい状況である。
【制度改正の必要性】
地域の実情に応じた医療体制を確保するためにも必要な病床数を地方自治
体が決定できる取り扱いが必要である。
※特定の病床等の特例の事務の取り扱いについて（平成２５年４月２４日厚
生労働省医政局指導課長通知）
　特例病床算定の留意事項（補足）２．④
　　　ＮＩＣＵやＧＣＵの増床にあたっては、原則として、都道府県内の増床後の
それぞれの総数が以下の数を超えないようにする。
　　　　　　ＮＩＣＵ：総出生数（都道府県内）／１０，０００人×３０床
　　　　　　　　　　　　　　　　　↓
　　　　　　（鳥取県の状況）
　　　　　　総出生数４，７７１人（Ｈ２４）／１０，０００人×３０床＝１４．３床
　　　　　　　県内の既存ＮＩＣＵ病床数　１８床　＞　１４．３床

医療法第３０条の４
第８項
医療法施行令第５
条の４第２項
医療法施行規則第
３０条の３２の２第１
項

参考資料あり 厚生労働省 鳥取県 C　対応不可 　基準病床数制度に基づく病床規制は、病床過剰地域でのさらなる
増床を防ぎ、新たな病床の供給を病床非過剰地域へ誘導することに
より、病床の地域的偏在の拡大を防止するとともに、医療圏間、都道
府県間の病床偏在を是正し、全国的に一定水準以上の医療が確保さ
れるよう、その役割を果たすものである。

　 基準病床制度における特定の病床等に係る特例（特例病床）とは、
病床制限の例外措置であり、病床過剰地域において、病床の増加が
制限される場合であっても、さらなる整備が必要な一定の病床数を、
基準病床数に加えて病院開設・増床の許可を行うことができるもので
ある。当該特例制度では、各都道府県独自の判断のみにおいて病床
の増加を可能とした場合、病床の地域的偏在が拡大する可能性があ
ることから、厚生労働大臣の同意を要件としているところである。

　また、既に現行の基準病床数の算定方法においても、たとえば、都
道府県は、県外への流出患者数が県内への流入患者数を上回る場
合、「(流出患者数－流入患者数)×1/3」を限度として基準病床数を加
算することができるとしており、都道府県が一定の加算をできる仕組
みとなっている。

　以上より、厚生労働大臣との事前協議及び同意を廃止することはで
きない。

　2025年問題への対応として、県は地域で必要な医療の確保に向けた「地域
医療ビジョン」の策定が求められることになるが、現状では、必要な施策を実
施するための十分な自由度がなく、責任だけが押しつけられることになりかね
ない。
　地方が主体的に医療体制のあり方を考え、地域で医療機関がそれぞれの
役割を果たしていくためにも、病床過剰地域であっても喫緊の政策課題に対
応するための病床数を都道府県で決定できるようにすべきである。
　中でも、特例病床制度は、厚生労働大臣の同意を得るために長期の期間を
要するだけでなく、特例として認められる病床の種類も限定的であるなど、地
方の医療の実情に十分配慮できる制度とは言いがたい。
　例えば、当県では、ＮＩＣＵだけでなく、筋ジストロフィー用の病床の整備も課
題となっているが、難病に関する特例病床の中には、同病に係る病床は含ま
れていない。筋ジストロフィー用の病床は、同病に対応できる設備、スタッフを
備えた病院でなければ整備することが困難であり、当県でこれに該当する病
院は、一般病床の利用率が高いため増床せざるを得ないにも関わらず、県全
体で一般・療養病床が過剰状態であることから増床が認められず、現行制度
では対応困難な状況にある。

89 介護保険料の特別徴
収対象年金の優先順
位撤廃

介護保険の被保険者が複
数の年金を受給している場
合に、１つでも年額18万円
以上の年金があれば、介
護保険料の特別徴収を実
施することができるように、
特別徴収対象年金の優先
順位を撤廃すること。

【支障】
年額18万円以上の年金を受給している被保険者については、介護保険料の
特別徴収を実施している。
一方、複数の年金を受給している被保険者の場合は、特別徴収の対象となる
年金が、年金保険者及び年金種別により優先順位付けされ、特定されてい
る。
そのため、優先順位が上位の年金からしか特別徴収を実施することはでき
ず、仮に上位の年金が年額18万円以上の条件を満たさない場合は、下位の
年金が年額18万円以上の条件を満たしていたとしても、特別徴収を実施する
ことができないという規制が設けられている。
優先順位が設定されていることで、年額18万円以上の年金の受給がある被
保険者であったとしても、特別徴収を実施することができない場合があり、保
険料徴収事務において支障となっている。
なお、同様に年金からの特別徴収を行っている全国後期高齢者医療広域連
合協議会から保険料の特別徴収について要望が出されている。これに対し
て、平成21年11月20日付けの厚生労働省回答において、特別徴収の対象と
なる年金の優先順位の変更は、各年金保険者の大規模なシステム改修が必
要であるため、保険料徴収を含めた新たな制度全体のあり方を議論する中で
検討すべき課題であると考えを示されているが、5年を経過しようとする現在
も未だ制度改正のスケジュールが出ていない状況にある。
【効果】
優先順位を撤廃することで、年額18万円以上の年金の受給がある被保険者
であれば、すべて特別徴収の対象者とすることができ、保険料収納率の向
上、市町村の事務処理の軽減に資することができる。

介護保険法第135
条
介護保険法施行令
第41条、第42条

厚生労働省 松山市 C　対応不可  特別徴収の対象となる年金の優先順位付けは、市町村における被
保険者台帳と年金保険者からの年金受給者情報との突合事務や、日
本年金機構における対象年金の振り分け事務の負担が増加すること
により、保険料の徴収誤りや、年金の支払い遅延が発生することを防
止するために行っているものである。
具体的には、市町村において被保険者台帳と年金受給者情報との突
合を行っているが、対象年金の優先順位付けをせず、複数の年金受
給者情報を受け取るとすると、被保険者台帳との突合事務が膨大な
ものとなる。また、地方公務員共済組合連合会を除く各年金保険者に
おいて制度内で一つの対象年金を選択し、それらを日本年金機構に
て集約してさらに一つの対象年金に絞り込んでいるが、各年金保険
者で対象年金の優先順位付けを行わないとなると、対象年金の振り
分け事務の負担が増大してしまう。
さらに、特別徴収の対象となる年金の優先順位付けの廃止について
は、各年金保険者における大規模なシステム改修が必要となるもの
であり、費用対効果の観点からみても不適当である。

　安定した制度運営のためには、年金特徴の対象者を拡大による確実な保険
料の徴収が極めて重要である。
　松山市は既に約９割が特別徴収の対象となっていて、残り１割のうち複数の
年金を受給している者がそれほど多数に上るとはいえず、また、突合処理は
電算処理にて行うため事務の負担が極端に増えるとは考えられない。さら
に、普通徴収になることで増える保険料徴収事務量の増加及び滞納のリスク
と比較すれば、事務処理の負担軽減に資し、人件費削減から費用対効果も
十分に有すると考える。
　また、システム改修については、制度改正やシステム再構築等の機会に合
わせて対応することで年金保険者の負担を抑制し、費用対効果を向上させる
ことが可能と考える。

606 精神保健福祉法にお
ける一般人の申請・警
察官通報・精神科病
院管理者の届出から
指定医の診察等の事
務の都道府県から中
核市、保健所設置市
への移譲

精神保健福祉法第２２条、
２３条、２６条の２における
一般人の申請・警察官通
報・精神科病院管理者の
届出受理後の調査、診察
依頼、立会い、移送等に関
する事務権限を都道府県
から中核市及び保健所設
置市へ権限移譲する。

【支障事例】
精神保健福祉法第２２条、２３条、２６条の２の規定により、自傷他害の恐れが
あると認められた精神障害者については、最寄りの保健所長を経て、都道府
県知事が申請・通報・届出を受理し、知事は調査の上、必要があると認めると
きは、精神保健指定医の診察を行っている。
また、診察の結果、今後も自傷他害の恐れがあると認められた時には、知事
は国等の設置した精神科病院及び指定病院に移送し、入院させることができ
ることとなっている。
このように、現在、申請・通報・届出の受理のほか、その後の調査、診察依
頼、立会い、移送等に関する業務についても、すべて都道府県保健所におい
て対応しているところであるが、県保健所から、保健所設置市までの管轄警
察署までは１時間３０分程度を要する移動距離があり、対象者に対し、早期の
対応が出来ないなどの支障をきたしているところもある。また、保健所設置市
の通報対象者が、再通報になる事例も複数みられる状況にある。
【制度改正の必要性】
よって、日頃から対象者や家族の生活相談・支援を行っている機関は、身近
な市保健所であることから、これらの業務を市保健所が実施するように権限を
委譲することで、入院の段階から、退院に向けた支援の対象として、退院後
の再発防止や定期的な通院継続までの一貫した支援策を計画することがで
きるとともに、長期入院防止や患者の社会復帰に向けた早期の支援が可能と
なる。
【参考】
Ｈ２５年度の県内の全通報件数は１８９件、保健所設置市管轄県保健所通報
件数　９８件、内保健所設置市管轄保健所件数　７３件　約７５％を占める。

精神保健及び精神
障害者福祉に関す
る法律第２２条、２３
条、２６条の２、第２
７条、第３４条

厚生労働省 長崎県・大分
県・宮崎県・
沖縄県・山口
県

E　提案の実
現に向けて
対応を検討

　精神保健福祉法に基づき、精神科病院に入院中の患者の処遇等の
人権に関わる事項について適正に行われているか確認するためには
患者の処遇等について審査する体制として指定医の確保、精神医療
審査会の設置等が必要である。

　措置入院時の事務のみでなく、処遇改善等の命令及び入院中の患
者の症状若しくは処遇に関する報告の徴収等の権限すべてを持たせ
ることが望ましいため、一部の事務のみを中核市及び保健所設置市
に行わせることは難しいと考えている。

　なお、中核市及び保健所設置市においてすべての事務が行える体
制の確保（財源や人員）が担保できるようであれば、それを前提に提
案の実現が可能かも含め検討を行う。

今回の要望は、中核市及び保健所設置市において、措置入院制度の一部に
ついて、実施可能と考える事務のみを要望するものです。
　精神保健指定医の確保については、中核市及び保健所設置市へ県が情報
提供を行うなどの支援を行うため、支障がないものと考えております。
　精神医療審査会については、現在、第３者的な機関として適正に運用され
ており、また、報告徴収等については、措置入院以外の入院形態にも関連す
るものであることから、県が一体的に対応すべきものとして、引き続き、県が
所管することで支障ないものと考えます。

提案団体の提案に沿って、一般人の申請・警察官通
報・精神科病院管理者の届出受理後の調査、診察依
頼、立会い、移送等に関する事務権限を都道府県か
ら中核市及び保健所設置市へ権限移譲するべきであ
る。
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管理番号

158

89

606

区分

対応方針の措置（検討）状況

今後の予定
措置方法

（検討状況）
実施（予定）

時期
これまでの措置（検討）状況

全国市長会・全国町村会からの意見 重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

各府省からの第２次回答

回答

調整結果
(平26対応方針（平27.1.30閣議決定）抜粋）

※平27対応方針（平27.12.22閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平27＞として併記
※平28対応方針（平28.12.20閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平28＞として併記
※平29対応方針（平29.12.26閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平29＞として併記

意見
補足資

料

【全国市長会】
本提案の取扱いについては、慎重であるべきである。

C　対応不可 　基準病床数制度に基づく病床規制は、病床の地域的偏在の拡大を防止す
るとともに、全国的に一定水準以上の医療を確保することを目的としている。
　現行の制度においても、急激な人口の増加が見込まれる場合や特定の疾
患にり患する者が異常に多くなる場合、その他厚生労働省令で定める事情が
ある場合には、病床の特例を認めているところであり、地域で更なる整備が
必要となる一定の病床については、病床過剰地域であっても整備することが
できる仕組みとしているところである。なお、仮に特定の疾患について新たに
病床特例の対象に追加する場合には、全国的な見地からその必要性を検討
する必要がある。　また、厚生労働大臣との協議の期間については、このうち
に都道府県に対して疑義照会をし、回答を得るまでに要している期間も含ん
でいるため、やむを得ないものと考えている。

［再掲］
６【厚生労働省】
（３）医療法（昭23法205）
（ⅰ）医療計画に定める基準病床数制度（30条の４第２項12号）については、
都道府県における地域医療構想の策定・運用状況を共有しつつ、今後の医
療需要の増大や地域ごとに異なる実情を踏まえた医療提供体制の在り方に
ついて検討を進める。

通知 平成29年
3月31日

「医療計画について」（平成29年3月31日付
け医政発0331第57号厚生労働省医政局
長通知）において、基準病床に係る新たな
算定式や、高齢者人口の増加が更に進む
地域において、基準病床数を毎年見直す
よう検討する旨の記載等を盛り込むなどの
対応を行った。

　今後も都道府県との意見交換等を継続
する。

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求め
る。

C　対応不可 年金の優先順位を撤廃するのであれば、現在特別徴収の対象となっていな
い者だけでなく、すでに特別徴収対象者である者も含め、全被保険者に対し
てのすべての年金保険者が支給するすべての年金の受給状況及び受給金
額を踏まえたうえで特別徴収対象年金を一つの機関が選定する必要がある。
仮に、すべての年金の受給状況等を介護保険者に集約し、介護保険者にて
特別徴収対象年金の選定を行こととすると、被保険者台帳と年金受給者情報
との突合事務など、大量の事務負担が増加すると考えられるが、突合処理を
機械的に行うのみでなく、目視確認も行っている介護保険者もあることを踏ま
えれば、すべての介護保険者にそのような負担を強いることは困難である。
また、日本年金機構において一つの特別徴収対象年金を選定するとした場
合、現在日本年金機構にてとりまとめていない地方公務員共済組合連合会
の年金受給者の情報も日本年金機構へ提供する仕組みとする必要がある
が、日本年金機構及び地方公務員共済組合連合会双方に多額のシステム改
修経費が必要となる。
こうした市場的コストに加え、そもそも日本年金機構の本来業務である公的年
金の支払い事務に影響を与えないようにするために、現行の仕組みが採用さ
れていることからすれば、ご提案の実施は困難である。

６【厚生労働省】
（12）介護保険法（平９法123）
（ⅳ）介護保険料の特別徴収に関し、対象年金の優先順位が決められている
が、優先順位が下位の年金からも徴収することについて、各年金保険者のシ
ステム改修方法の研究や関係者の意見等を踏まえながら実現可能性も含め
て検討し、平成30年度からの第７期介護保険事業計画の実施時期に向けて
一定の結論を得る。

周知 平成30年３
月６日

現行制度において、介護保険の被保険者
が複数の年金を受給している場合に、１つ
でも年額18万円以上の年金があれば、介
護保険料の特別徴収を実施できていること
を確認し、平成30年3月6日開催の全国介
護保険・高齢者保健福祉担当課長会議に
おいて、自治体に対して周知した。

【全国市長会】
中核市及び保健所設置市から別紙のとおりの意見が
示されていることから、権限の移譲については見送る
べきである。

別紙あり E　提案の実
現に向けて
対応を検討

　精神保健福祉法に基づく措置入院の事務、処遇改善等の命令及び入院中
の患者の症状若しくは処遇に関する報告の徴収等の事務を行うに当たって
は、中核市及び保健所設置市においてすべての事務が行える体制の確保
（財源や人員）が必要であるため、中核市及び保健所設置市における体制整
備の状況や意向等を踏まえて検討を行いたい。

５【厚生労働省】
（３）精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭25法123）
診察及び保護の申請、警察官の通報及び精神科病院の管理者の届出等の
受理、届出等に基づき行われる指定医の診察、入院措置及び移送等を中心
とした措置入院に関する事務について、都道府県と保健所設置市又は特別
区との調整により、地域の実情に応じて条例による事務処理特例制度（地方
自治法（昭22法67）252条の17の２第１項）を活用できることを改めて周知す
る。その上で、条例による事務処理特例制度に基づく保健所設置市及び特別
区における事務処理の状況等も踏まえつつ、保健所設置市及び特別区への
移譲について検討を進める。

周知

法令改正に
よる権限の
移譲は見送
る

平成27年３
月６日

・平成27年３月６日に開催された障害保健
福祉関係主管課長会議において、条例に
よる事務処理特例制度を活用することによ
り、権限移譲できる旨を周知済。

保健所設置市及び特別区に対して行った
権限移譲に対する意向確認の結果を踏ま
えて法令改正による権限の移譲は見送
る。
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根拠法令等 その他（特記事項）

各府省からの第１次回答

区分 回答 意見

制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

補足資
料

全国知事会からの意見

管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
意見

補足資
料

319 保育所における給食
の自園調理原則の廃
止又は過疎地域等で
の適用除外

児童福祉施設の設備及び
運営に関する基準により、
保育所は、調理室の設置
が義務付けられ、自園調理
を原則としている。
保育所・小・中学校を含
め、地域一体となった食育
を推進するとともに、公立
保育園の合理的運営を進
める観点から、3歳未満児
の給食についても、調理室
の設置の義務付けや自園
調理の原則を緩和し、外部
搬入を認めるよう求めるも
の。

児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭和23年厚生省第63条）第11
条第1項において、「児童福祉施設において、入所している者に食事を提供す
るときは、当該児童福祉施設内で調理する方法により行わなければならな
い。」とされている。
現在、一定の要件を満たす保育所においては、満3才以上児の給食の外部搬
入は認められているが、3才未満児の食事の提供については、特区認定を受
けた場合を除き外部搬入は認められていない。地方都市では少子化が進行
し、市街地保育所を除き、周辺部の保育所は入所児童が減少しているにも関
わらず、保育所給食は自園調理を原則としているため、業務委託をする場合
を除き、調理員の配置が必須となっている。
過疎地域においては、公営の共同調理場等を活用することにより、職員配置
の合理化をすることができるとともに、地域における一体的な食育を推進する
ことが可能となる。
現在も分園のある園については、本園から給食を搬送しており、特例の要件
である設備、衛生基準の遵守、食育プログラムに基づいた食事の提供をして
いる。
アレルギー児童が増加傾向にあるなか、公営の共同調理場等から保育所へ
給食を搬入することにより、就学後においてもアレルギー児童への対応がス
ムーズに行えるとともに、地域における保育所・小学校・中学校を一体とした
食育活動の展開が期待でき、運営の合理化が可能となることから、3歳未満
児の給食についても、調理室の設置の義務付けや自園調理の原則を緩和
し、外部搬入を認めるよう求める。

児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第11条第1
項

厚生労働省 萩市 C　対応不可 　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方
式の容認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き
課題が認められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上
記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏まえて作成したガイドラ
イン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育
所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び
子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成２８年度に改め
て評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を
全国的に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検
討していくことが必要。

　発達段階に応じた給食の提供、体調不良児やアレルギー児への対応など、
弊害の除去については、ガイドライン等の周知・徹底により各保育所へ求めら
れるのであれば、平成２８年度に先送りすることなく、保・小・中の一体とした
食育の推進、運営の合理化等の観点から、自園調理の原則を緩和し、３歳未
満児の給食の外部搬入を認めるよう求める。

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員
会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参
酌すべき基準へ移行するべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に
向けて、積極的な検討を求める。

518 保育所における給食
の外部搬入の拡大

保育所の給食は、3歳以上
児への給食の提供に限り
外部搬入が認められてい
るが、3歳未満児について
も外部搬入を認めること。

保育所の給食は原則自園調理であるが、3歳以上児への給食の提供に限り
一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入する方法）が認められ
ている。
3歳未満児への外部搬入は、構造改革特別区域法による認定を受けた場合
に限り、公立保育所のみ認められている。
本県所管域では3歳以上児のみの保育所は存在せず、全て3歳未満児を保
育している中で、3歳以上児のみを外部搬入、3歳未満児を自園調理とするメ
リットはなく、全ての園で自園調理を行っている。
3歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和さ
れれば、外部搬入に切り替え、不要となった調理室を保育室に転用すること
で受入児童数が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第32条の２

厚生労働省 神奈川県 C　対応不可 　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方
式の容認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き
課題が認められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上
記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏まえて作成したガイドラ
イン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育
所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び
子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成２８年度に改め
て評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を
全国的に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検
討していくことが必要。

保育所については、新制度移行にあたり、現在外部搬入で給食を実施してい
る認可外保育所から認可保育所となる場合、３歳未満児の保育に係る給食
の外部搬入が認められていないために、調理室の整備が必要となり、資金
的・保育所のスペース的に困難な事業者がいるため「新制度以降に検討」で
はなく、喫緊の課題である待機児童対策に支障が生じるため、極力早期に対
応することをご検討いただきたい。

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員
会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参
酌すべき基準へ移行するべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に
向けて、積極的な検討を求める。

724 小中学校の給食セン
ターから保育所への
給食搬入に関する規
制緩和

小学校、中学校の給食セ
ンターから、保育所に給食
を搬入することができるよ
う、国の規制を緩和するこ
と

保育所においては、３歳未満児に対する給食の外部搬入は原則として認めら
れていない。本県では、特に過疎地域において、保・小・中一貫教育に取り組
んでおり、この取組みをさらに推進するに当たり、保育所の給食を小学校、中
学校の給食センターから搬入できるよう、国の規制を緩和する。

児童福祉施設の設
備及び運営に関す
る基準第32条の２

厚生労働省 徳島県、京都
府、和歌山
県、大阪府

C　対応不可 　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方
式の容認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き
課題が認められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上
記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏まえて作成したガイドラ
イン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育
所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び
子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成２８年度に改め
て評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を
全国的に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検
討していくことが必要。

　保・小・中一貫教育の中で、自園調理と同様の対応が可能であり、給食の
外部搬入に伴う弊害の除去ができる場合に限り、平成２８年度の評価を待つ
ことなく、３歳未満児の給食の外部搬入を認めてもよいのではないか。

有 「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員
会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参
酌すべき基準へ移行するべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に
向けて、積極的な検討を求める。
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管理番号

319

518

724

区分

対応方針の措置（検討）状況

今後の予定
措置方法

（検討状況）
実施（予定）

時期
これまでの措置（検討）状況

全国市長会・全国町村会からの意見 重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

各府省からの第２次回答

回答

調整結果
(平26対応方針（平27.1.30閣議決定）抜粋）

※平27対応方針（平27.12.22閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平27＞として併記
※平28対応方針（平28.12.20閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平28＞として併記
※平29対応方針（平29.12.26閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平29＞として併記

意見
補足資

料

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、アレルギー等の細かな事情に対応出来る事を
前提とした十分な検討が必要である。

【全国町村会】
子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から
「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき
基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主
張するが、市町村が実施責任を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立で
あっても公立であっても対応は可能であるはずである。
○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には
選択肢を与えるべきである。
○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないと
いった支障事例もある。

C　対応不可 　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育
て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととさ
れており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に
認めることは弊害が生じるものであり、認められない。

＜平26＞
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、
保育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する
給食の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅴ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23 厚生省令63）のう
ち、食事の提供に関する規定については、以下のとおりとする。
・保育所の設備の基準の特例（同省令32 条の２）については、公立保育所に
おける食事の外部搬入に関する平成29 年度の構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。

検討予定 未定（2021年
度までに改
めて評価を
行う）

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会において、評価・検討を実施し、
食事提供の外部搬入について、「その効果や
ニーズが一定程度認められる一方、課題も多
く、全国展開は時期尚早」であるとされた。

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会にて、下記の対応をとることとさ
れた。
・関係府省庁は、各自治体が保育行政の効率
化を試みる際に、保育所の小規模保育事業へ
の移行措置等の他の既存政策での対応を検
討・実施することが可能となるよう、モデルケー
ス等も含めて情報提供・周知・助言を行う。
・前回の評価意見においてみられたアレルギー
児や体調不良児への対応等における弊害が引
き続き存続していることも踏まえ、保育所の食
事提供のリスク低減のため、改めてガイドライ
ン等の周知・徹底を行うとともに、これらを含む
具体的なリスク低減策を検討し、その実施を各
保育所等へ求め、調査等によるモニタリングに
より実施状況及び効果を検証しつつ、弊害解
消策の構築に向けた取組を着実に実施する。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。
なお、アレルギー等の細かな事情に対応出来る事を
前提とした十分な検討が必要である。

【全国町村会】
子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から
「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき
基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主
張するが、市町村が実施責任を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立で
あっても公立であっても対応は可能であるはずである。
○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には
選択肢を与えるべきである。
○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないと
いった支障事例もある。

C　対応不可 　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育
て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととさ
れており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に
認めることは弊害が生じるものであり、認められない。

[再掲]
＜平26＞
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、
保育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する
給食の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅴ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23 厚生省令63）のう
ち、食事の提供に関する規定については、以下のとおりとする。
・保育所の設備の基準の特例（同省令32 条の２）については、公立保育所に
おける食事の外部搬入に関する平成29 年度の構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。

検討予定 未定（2021年
度までに改
めて評価を
行う）

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会において、評価・検討を実施し、
食事提供の外部搬入について、「その効果や
ニーズが一定程度認められる一方、課題も多
く、全国展開は時期尚早」であるとされた。

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会にて、下記の対応をとることとさ
れた。
・関係府省庁は、各自治体が保育行政の効率
化を試みる際に、保育所の小規模保育事業へ
の移行措置等の他の既存政策での対応を検
討・実施することが可能となるよう、モデルケー
ス等も含めて情報提供・周知・助言を行う。
・前回の評価意見においてみられたアレルギー
児や体調不良児への対応等における弊害が引
き続き存続していることも踏まえ、保育所の食
事提供のリスク低減のため、改めてガイドライ
ン等の周知・徹底を行うとともに、これらを含む
具体的なリスク低減策を検討し、その実施を各
保育所等へ求め、調査等によるモニタリングに
より実施状況及び効果を検証しつつ、弊害解
消策の構築に向けた取組を着実に実施する。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【全国町村会】
子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から
「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき
基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主
張するが、市町村が実施責任を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立で
あっても公立であっても対応は可能であるはずである。
○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には
選択肢を与えるべきである。
○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないと
いった支障事例もある。

C　対応不可 　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育
て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととさ
れており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に
認めることは弊害が生じるものであり、認められない。

[再掲]
＜平26＞
６【厚生労働省】
（１）児童福祉法（昭22法164）
（ⅱ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23厚生省令63）のうち、
保育所に係る基準については、次のとおりとする。
・保育所における食事の提供（同基準11条１項）に関し、３歳未満児に対する
給食の外部搬入については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（３）児童福祉法（昭22 法164）
（ⅴ）児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（昭23 厚生省令63）のう
ち、食事の提供に関する規定については、以下のとおりとする。
・保育所の設備の基準の特例（同省令32 条の２）については、公立保育所に
おける食事の外部搬入に関する平成29 年度の構造改革特別区域推進本部
評価・調査委員会の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。

検討予定 未定（2021年
度までに改
めて評価を
行う）

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会において、評価・検討を実施し、
食事提供の外部搬入について、「その効果や
ニーズが一定程度認められる一方、課題も多
く、全国展開は時期尚早」であるとされた。

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会にて、下記の対応をとることとさ
れた。
・関係府省庁は、各自治体が保育行政の効率
化を試みる際に、保育所の小規模保育事業へ
の移行措置等の他の既存政策での対応を検
討・実施することが可能となるよう、モデルケー
ス等も含めて情報提供・周知・助言を行う。
・前回の評価意見においてみられたアレルギー
児や体調不良児への対応等における弊害が引
き続き存続していることも踏まえ、保育所の食
事提供のリスク低減のため、改めてガイドライ
ン等の周知・徹底を行うとともに、これらを含む
具体的なリスク低減策を検討し、その実施を各
保育所等へ求め、調査等によるモニタリングに
より実施状況及び効果を検証しつつ、弊害解
消策の構築に向けた取組を着実に実施する。
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根拠法令等 その他（特記事項）

各府省からの第１次回答

区分 回答 意見

制度の所管・
関係府省庁

提案団体

各府省からの第１次回答を踏まえた提案団体からの意見

補足資
料

全国知事会からの意見

管理番号
提案事項
（事項名）

求める措置の具体的内容 具体的な支障事例、地域の実情を踏まえた必要性等
意見

補足資
料

519 認定こども園における
給食の外部搬入の拡
大

認定こども園の給食は、３
歳以上児への給食の提供
に限り外部搬入が認めら
れているが、３歳未満児に
ついても外部搬入を認める
こと。

認定こども園の給食は、保育所同様原則自園調理であるが、３歳以上児への
給食の提供に限り一定の条件の下、外部搬入（保育所以外で調理し搬入す
る方法）が認められている。
幼稚園から認定こども園化の相談を受ける際、地域のニーズとして３歳未満
児の受入れを検討しているが、自園調理（調理室の設置）がハードルとなり、
認定こども園化に踏み切れないという現状がある。
３歳未満児も認めることで、全年齢への給食を外部搬入できるよう規制緩和さ
れれば、外部搬入に切り替えることにより、３歳未満児を受け入れる認定こど
も園が増え、待機児童解消に資することが期待できる。

就学前の子どもに
関する教育・保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第３条第２項及
び第４項の規定に
基づき文部科学部
と厚生労働大臣と
が協議して定める
施設の設備及び運
営に関する基準

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

神奈川県 C　対応不可 　平成25年3月に行われた「公立保育所における給食の外部搬入方
式の容認事業」についての構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の評価では、関係府省庁の調査において弊害の除去に引き続き
課題が認められたことから、「関係府省庁は、調査結果を踏まえ、上
記弊害を除去するため、前回の評価意見を踏まえて作成したガイドラ
イン等を周知・徹底し、ガイドライン等を踏まえた弊害の除去を各保育
所へ求める。評価・調査委員会はそれを踏まえた保育所の状況及び
子ども・子育て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成２８年度に改め
て評価を行う」こととされた。

　したがって、現時点において、３歳未満児の給食の外部搬入方式を
全国的に認めることは適切ではなく、今後の評価の結論を踏まえて検
討していくことが必要とされており、これは、３歳未満児を受け入れる
認定こども園についても同様である。

３歳未満児の保育に係る給食の外部搬入が認められておらず、20人以上を
受け入れる場合には、調理室の設置が必要となる。
特に幼稚園から認定こども園へ移行するにあたって、調理室の設置は移行の
妨げとなっている。
国として認定こども園化を促進するということであれば、「新制度以降に検討」
ではなく、極力早期に対応することを検討いただきたい。
28年度の評価・調査委員会の評価を踏まえての検討に固執しては、喫緊の
課題である待機児童対策に重大な支障が生じるため速やかに対応すべき。
また、搬入元と搬入先の連携を課題として挙げているが、事前準備を入念に
行うことにより、解決できると考える。

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員
会第３次勧告を踏まえ、廃止し、又は標準もしくは参
酌すべき基準へ移行するべきである。
それまでの間については、提案団体の提案の実現に
向けて、積極的な検討を求める。

790 認定こども園における
保育室面積、食事の
提供方法、園舎及び
園庭の位置等に関す
る事項等、「従うべき
基準」とされている事
項の見直し

認定こども園における保育
室の面積、食事の提供方
法、園舎及び園庭の位置
等に関する事項等につい
て、「従うべき基準」とされ
ているものについて、必要
となる財源を措置した上
で、「参酌すべき基準」に見
直すこと。

【支障事例】
児童の年齢などの状況に応じた職員配置基準や地域の実情を踏まえた面積
基準の設定など、自治体が主体的に決定することができない。中でも特に、
児童一人当たりの面積を全国一律の統一基準として維持するのは、土地の
確保が難しい都市部では問題がある。
乳幼児の減少から、設備や調理員の確保が必要となる自園調理が施設運営
の大きな負担となっている施設がある。
都市部において、土地不足や賃料が高い等の理由から、園舎と同一敷地内
に園庭を設けることが困難な地域がある。
【改正による効果】
地域の実情に応じて基準を定めることにより、待機児童の解消や施設の合理
化を図ることができる。

就学前のこどもに
関する教育、保育
等の総合的な提供
の推進に関する法
律第13条第２項

内閣府、文部
科学省、厚生
労働省

兵庫県

【共同提案】
京都府、大阪
府、和歌山
県、鳥取県、
徳島県

C　対応不可 　子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与える事項につい
ては国が最低限の基準を定めるべきであり、保育の質等に深刻な影
響が生じ得るものについては「従うべき基準」として全国一律の基準と
している。その理解の下、既に「地方分権改革推進計画」（平成21年
12月15日閣議決定）において、以下のとおり結論が出ており、その後
の特段の事情変更も認められない。

※地方分権改革推進計画（平成21年12月15日閣議決定）抄
「児童福祉施設の設備及び運営に関する基準（45 条２項）を、条例
（制定主体は都道府県、指定都市、中核市（ただし、助産施設、母子
生活支援施設及び保育所に限る。）及び児童相談所設置市）に委任
する。

　条例制定の基準については、医師等の職員の資格に関する基準に
係る規定、配置する職員の員数に関する基準に係る規定、居室の面
積に関する基準に係る規定並びに施設の利用者及びその家族に対
する人権侵害の防止等に係る規定は、「従うべき基準」とし、施設の
利用者の数に関する基準に係る規定は、「標準」とし、その他の設備
及び運営に関する基準に係る規定は、「参酌すべき基準」とする。た
だし、保育所にあっては、東京等の一部の区域に限り、待機児童解消
までの一時的措置として、居室の面積に関する基準に係る規定は、
「標準」とする。

以下の点について、厚生労働省等関係府省の見解を求める。
・平成21年度以降、少子化が深刻化し、保育の必要性が高まっていることか
ら、国の基準を参酌し、地方がそれぞれの実情に応じて定めることができる
仕組みとすべき。
・また、基準は条例で定めることから、議会の議決を要することはもちろん、新
制度を踏まえ、地域における子ども・子育て支援方策については、保護者、地
域の事業者や学識者等の幅広い関係者が参画する地方版子ども・子育て会
議や児童福祉審議会等において議論するシステムが構築されている

「従うべき基準」については、地方分権改革推進委員
会第３次勧告の趣旨を踏まえ、廃止し、又は標準もし
くは参酌すべき基準へ移行するべきである。
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全国市長会・全国町村会からの意見 重点事項58項目について
提案募集検討専門部会から指摘された

主な再検討の視点

各府省からの第２次回答

回答

調整結果
(平26対応方針（平27.1.30閣議決定）抜粋）

※平27対応方針（平27.12.22閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平27＞として併記
※平28対応方針（平28.12.20閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平28＞として併記
※平29対応方針（平29.12.26閣議決定）に記載があるものは当該抜粋を＜平29＞として併記

意見
補足資

料

【全国市長会】
提案団体の提案の実現に向けて、十分な検討を求め
る。

【全国町村会】
子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化の観点から
「従うべき基準」を廃止、又は標準もしくは参酌すべき
基準への移行を検討すべきである。

○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主
張するが、市町村が実施責任を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立で
あっても公立であっても対応は可能であるはずである。
○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には
選択肢を与えるべきである。
○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないと
いった支障事例もある。

C　対応不可 　前回、回答したとおり、評価・調査委員会は保育所の状況及び子ども・子育
て関連３法の施行状況等を踏まえ、平成28年度に改めて評価を行うこととさ
れており、当該評価を経ずに３歳未満児の給食の外部搬入方式を全国的に
認めることは弊害が生じるものであり、認められない。

＜平成26＞
６【厚生労働省】
（14）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）（文部科学
省と共管）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26内閣府・文部科学
省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供については、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特別区域において外部搬
入方式を認めることができるよう措置する。
・私立の幼保連携型認定こども園については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の評価を踏まえて検討する。
（ⅲ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４
項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関
する基準（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園における食事の提供に関し、３歳未満児に対する給食の外部搬入については、平成28年度の構造
改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18 法77）
（ⅲ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26 内閣府・文部科
学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児に対する食事の外部搬入については、公立幼保連携型認定こ
ども園における３歳未満児に対する食事の外部搬入に関する構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の次回の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
（ⅳ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４
項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関
する基準（平26 内閣府・文部科学省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園における食事の提供に関し、３歳未満児に対する食事の外部搬入については、幼保連携型認定こ
ども園における３歳未満児に対する食事の外部搬入の導入と併せて検討し、必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

（H26対応方
針（ⅱ）１ポツ
目）
省令

（上記以外）
検討予定

（H26対応方
針（ⅱ）１ポツ
目）
平成27年９
月４日

（上記以外）
未定（2021年
度までに改
めて評価を
行う）

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会において、評価・検討を実施し、
食事提供の外部搬入について、「その効果や
ニーズが一定程度認められる一方、課題も多
く、全国展開は時期尚早」であるとされた。

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会にて、下記の対応をとることとさ
れた。
・関係府省庁は、認定こども園の食事提供のリ
スク低減のため、具体的な方策を検討し、その
実施を各施設に求め、調査等によるモニタリン
グにより実施状況及び効果を検証しつつ、リス
ク低減の取組を着実に実施する。

【全国市長会】
提案団体の意見を十分に尊重されたい。

【全国町村会】
子どもに対する安全に配慮しつつ、効率化等の観点
から「従うべき基準」を廃止し、又は標準もしくは参酌
すべき基準への移行を検討すべきである。

【保育士配置・居室面積基準の参酌基準化】
○　次の理由から、提案の実現に向け前向きな検討を求める。
　・　第１次回答の中で、地方分権改革推進委員会の第３次勧告で決定済であることを
指摘するが、「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係
法律の整備に関する法律」（平成23年法律第37号）（第１次一括法）附則第46条の規定
では、「政府は、…（中略）…新児童福祉法…（中略）…第四十五条…（中略）…並びに
附則第四条の規定の施行の状況等を勘案し、これらの規定に規定する基準及びこれら
の規定に基づき国の行政機関の長が定める基準の在り方について検討を加え、必要
があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。」と規定さ
れている。
　・　東京都のように認証保育所（認可外保育所）を懸命に増やしても待機児童が解消さ
れていない地域が存在する一方で、こうした独自の認証保育所が高い評価を得ている
実態もあることは、附則第46条に照らしても「事情の変更」と言えるのではないか。
　・　待機児童解消のため、認可保育所と異なる基準を持った地域型保育事業を導入す
ることも、待機児童解消のために保育制度全般の枠組みが変わるという「事情の変更」
であり、これも附則第46条が想定していることではないのか。
　・　認可保育所における保育従事者にすべて保育士を要求する理由として「子どもに
よって保育士とそうでない者が対応することになり不適切」と説明しているが、地域型保
育等の新制度において、認可保育所以外では全てが保育士であることを義務付けてい
ないことは、説明の一貫性を欠いている。

【給食の外部搬入条件の緩和】
○　構造改革特区において課題が指摘されており、提案は認められないと主張するが、
市町村が実施責任を持つ以上、（市町村の委託を受けた）私立であっても公立であって
も対応は可能であるはずである。
○　課題を克服するための厳しい基準を示した上で、これを守れる施設には選択肢を
与えるべきである。
○　特区認定を受け外部搬入を実施していた公立保育所が民営化できないといった支
障事例もある。

C　対応不可 　前回、回答したとおり、子どもの健康や安全、発達の保障に直接影響を与え
る事項については国が最低限の基準を定めるべきである。

　なお、「参酌すべき基準」としている事項や、「従うべき基準」の上乗せにつ
いては、地方自治体の実情に応じて条例を制定することが可能となっている。

６【厚生労働省】
（14）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18法77）（文部科学
省と共管）
（ⅱ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26内閣府・文部科学
省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児の食事の提供については、次のとおりとする。
・公立の幼保連携型認定こども園については、公立の保育所と同様、構造改革特別区域において外部搬
入方式を認めることができるよう措置する。
・私立の幼保連携型認定こども園については、平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の評価を踏まえて検討する。
（ⅲ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４
項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関
する基準（平26内閣府・文部科学省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園における食事の提供に関し、３歳未満児に対する給食の外部搬入については、平成28年度の構造
改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価を踏まえて検討する。

＜平29＞
６【厚生労働省】
（29）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平18 法77）
（ⅲ）幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準（平26 内閣府・文部科
学省・厚生労働省令１）のうち、３歳未満児に対する食事の外部搬入については、公立幼保連携型認定こ
ども園における３歳未満児に対する食事の外部搬入に関する構造改革特別区域推進本部評価・調査委
員会の次回の評価結果に基づいて必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）
（ⅳ）就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条第２項及び第４
項の規定に基づき内閣総理大臣、文部科学大臣及び厚生労働大臣が定める施設の設備及び運営に関
する基準（平26 内閣府・文部科学省・厚生労働省告示２）のうち、幼保連携型認定こども園以外の認定こ
ども園における食事の提供に関し、３歳未満児に対する食事の外部搬入については、幼保連携型認定こ
ども園における３歳未満児に対する食事の外部搬入の導入と併せて検討し、必要な措置を講ずる。
（関係府省：内閣府及び文部科学省）

（H26対応方
針（ⅱ）１ポツ
目）
省令

（上記以外）
検討予定

（H26対応方
針（ⅱ）１ポツ
目）
平成27年９
月４日

（上記以外）
未定（2021年
度までに改
めて評価を
行う）

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会において、評価・検討を実施し、
食事提供の外部搬入について、「その効果や
ニーズが一定程度認められる一方、課題も多
く、全国展開は時期尚早」であるとされた。

平成29年度の構造改革特別区域推進本部評
価・調査委員会にて、下記の対応をとることとさ
れた。
・関係府省庁は、認定こども園の食事提供のリ
スク低減のため、具体的な方策を検討し、その
実施を各施設に求め、調査等によるモニタリン
グにより実施状況及び効果を検証しつつ、リス
ク低減の取組を着実に実施する。


